
再評価結果（令和６年度事業継続箇所） 

 
                                 担 当 課：島原振興局 道路第二課 

                                 担当課長名：酒井 進一 

事業名 一般国道２５１号（有明瑞穂バイパス） 
事業 
区分 一般国道 

事業 
主体 長崎県 

起終点 自：島原市有明町 至：雲仙市瑞穂町 延長 １０．４km 

事業概要  
いｐ  島原道路の一部として広域ネットワークを形成し、島原半島地域から高速ICまでの所要時間短縮や定時性確保

による、農業・観光振興の支援、搬送時間短縮による救急医療体制の強化を目的として整備を行う。 

R2年度事業化 都市計画決定 なし R4年度用地着手 R5年度工事着手 

全体事業費 ３８０億円 事業進捗率 ９％ 供用済延長 ―  

計画交通量  １１，２００～１３，３００台／日 （R22） 

費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用  (残事業)/(事業全体) 総便益  (残事業)/(事業全体)  基準年  
(事業全体)   １．６５ 
 
(残事業)    １．９３ 
 
 

266.0/310.7億円 
事 業 費：263.9/308.5億円 
維持管理費：  2.2/  2.2億円 

513.2/513.2億円  
  走行時間短縮便益：423.2/423.2億円 
  走行費用減少便益： 67.5/ 67.5億円 
  交通事故減少便益： 22.6/ 22.6億円 

令和６年 

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 
【全体事業】交通量変動 ：B/C=1.44～1.81（交通量 ±10%）【残事業】B/C=1.68～2.11（交通量 ±10%） 
      事業費変動 ：B/C=1.52～1.81（事業費 ±10%）     B/C=1.75～2.14（事業費 ±10%） 
      事業期間変動：B/C=1.58～1.73（事業期間±20%）     B/C=1.85～2.02（事業期間±20%） 
 
 
 

事業の効果等  
・高速道路ＩＣまでの所要時間短縮や定時性確保により、農業発展・観光振興の支援 
・3次救急医療施設への搬送時間短縮による救急医療体制の強化 
 関係する地方公共団体等の意見  

「島原半島幹線道路網建設促進期成会」「一般国道５７号等県南地域幹線道路整備促進期成会」から 
早期整備を要望されている 

事業再評価監視委員会の意見  
― 

事業採択時より再評価実施までの周辺環境変化等 
 
 
 
 

 
 「島原道路」の一部である長野～栗面工区が令和4年5月21日、森山拡幅（森山東～森山西）が令和5年11月
12日に開通している。 
 事業の進捗状況、残事業の内容等  
令和6年3月末までの事業進捗率は9％、用地進捗率は15％である。 
今後、用地取得及び改良工事を推進し、令和11年度の完成を目指す。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
今後も引き続き事業進捗を図り、令和11年度の完成を目指す。 

施設の構造や工法の変更等  
― 

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  

事業の必要性を考慮した場合、事業継続が妥当と判断される。 
概要図  
 
 
 

 

標準断面図 

事業箇所 

 
















